
院長

受託研究審査委員会
【治験審査委員会兼ねる】

（受託研究取扱規程第５条）

（受託研究審査委員会規程）

委員長：副院長

副委員長：診療部長

受託研究審査委員会 事務局
【治験審査委員会事務局 兼ねる】

（受託研究審査委員会規程第７条）

受託研究事務局
【治験事務局 兼ねる】

（受託研究取扱規程第１２条）

（受託研究事務局規程）

事務局長：薬剤部長

受託研究協力者

看護師

薬剤師

検査技師

事務職員

etc

受託研究 体制図

受託研究事務

局・受託研究審

査委員会事務

局を兼ねる


